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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年３月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月１６日 ０１時３３分ごろ 

発生場所 和歌山県すさみ町江須
え す

埼南方沖 

 江須埼灯台から真方位２１５°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２８.８′ 東経１３５°３４.６′） 

事故の概要  貨物船東進
とうしん

丸は、西北西進中、また、引船やまふじは、台船ハーフ

セップをえい
．．

航して東南東進中、東進丸とやまふじとが衝突した。 

やまふじは、乗組員全員が負傷し、右舷中央部に破口を生じて沈没

し、また、東進丸は、船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 東進丸、４２９トン 

   １３５６８５、トピー海運株式会社 

   ７０.３８ｍ×１１.００ｍ×６.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成１５年３月 

Ｂ 引船 やまふじ、１９トン 

   １３８－８５広島、メイクマリン有限会社（船舶所有者）、内

海船舶有限会社（船舶借入人） 

   ２５.７５ｍ×５.４０ｍ×２.８８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成７年８月 

Ｃ 台船 ハーフセップ、１１９トン 

   なし、三国屋建設株式会社 

   ２５.００ｍ×７.５０ｍ×１.８０ｍ、鋼 

   機関なし、平成２７年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ３６歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２５年８月７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年８月７日 

    免状有効期間満了日 平成３０年８月６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    
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    免許登録日 平成４年９月３０日 

    免許証交付日 平成２７年６月８日 

           （平成３２年６月７日まで有効） 

  甲板員Ｂ１ 男性 ６５歳 

   一級小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 平成２５年９月１１日 

    免許証交付日 平成２７年１月２７日 

           （平成３２年１月２６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び甲板員Ｂ２） 

 損傷 Ａ 船首部に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に破口、沈没（全損） 

Ｃ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の末期、水温 約２２℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長（以下「船長Ａ」という。）及び航海士Ａほか４人が

乗り組み、石灰石約１,０００ｔを積載し、福岡県苅田
か ん だ

町苅田港に向

け、江須埼南東方沖を、法定灯火を表示して約９.９ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により西北西進していた。 

 航海士Ａは、単独で船橋当直につき、レーダー及びＡＩＳを作動さ

せて見張りを行っていたところ、平成２７年１２月１６日０１時１６

分ごろ目視で船首方にＢ船の白灯を認め、その後レーダーにより引船

列であることを確認し、０１時２９分ごろＢ船及びＣ船との通過距離

を広げることとし、針路を約２９０°（真方位、以下同じ。）から約

３００°とした。 

 航海士Ａは、約１分間Ｂ船及びＣ船の動向を監視し、Ａ船とＢ船及

びＣ船とが左舷を対して安全に通過する態勢になったと思い、船橋後

部の海図台船首側で船尾側を向いて航海日誌の記載を始めた。 

航海士Ａは、記載を終えて船首方を見たところ、Ｂ船及びＣ船の灯

火が至近に見えたので、右舵一杯を取ったものの、０１時３３分ごろ

Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

船長Ａは、自室で休憩していたところ、衝撃音を聞いて昇橋し、周

囲の状況等を確認した後、海上保安庁へ本事故発生の通報を行い、乗

組員に指示して海面を漂流しているＢ船乗組員を救助し、海上保安庁

の指示により、和歌山県田辺港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂ、甲板員Ｂ１及びもう１人の甲板員（以下「甲板員

Ｂ２」という。）が乗り組み、無人のＣ船をえい
．．

航して引船列（Ｂ船の

船尾からＣ船の船尾端まで約１７０ｍ、以下「Ｂ船引船列」とい

う。）を構成し、京浜港に向けて兵庫県南あわじ市福
ふく

良
ら

港を出港し

た。 
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Ｂ船引船列は、１６日００時３０分ごろ、甲板員Ｂ１が船長Ｂから

引き継いで単独で船橋当直につき、Ｂ船に白灯３個、舷灯１組、船尾

灯１個及び引き船灯１個を、Ｃ船に舷灯１組を表示し、レーダー及び

ＧＰＳプロッターを作動させ、見張りを行って航行した。 

 Ｂ船引船列は、江須埼灯台の南西方沖を約１１０°の針路及び約

７.３knの速力で自動操舵により航行中、船長Ｂが、０１時２５分ご

ろ昇橋して左舷船首方約０.５～０.７ＭのところにＡ船の白灯２個、

紅灯１個を視認し、０１時３１分ごろ甲板員Ｂ１にあの船が近いので

はないかと助言した。 

 甲板員Ｂ１は、当直交替した後に左舷方に他船の灯火を視認してお

らず、右舷船首方に紅灯を視認したので、船長Ｂが紅灯について告げ

たものと思い、約１５°左転した。 

船長Ｂは、Ａ船の状況を監視していたところ、Ｂ船が左転を始めた

ので、舵を反対に切っているのではないかと甲板員Ｂ１に注意した。 

甲板員Ｂ１は、右舷船首方に視認した紅灯のことを船長Ｂが言って

いると思い、更に左転することにした。 

Ｂ船は、甲板員Ｂ１が０１時３２分ごろ左舵を取り、左に約９０°

変針した０１時３３分ごろＡ船と衝突した。 

Ｂ船は、左舷側に傾いて沈没し、全乗組員が海面に漂流したが、Ａ

船により全員が救助された。 

 船長Ｂ、甲板員Ｂ１及び甲板員Ｂ２は、救急車で病院に搬送され、船

長Ｂ及び甲板員Ｂ２が頭部打撲及び低体温症、甲板員Ｂ１が腰部打撲及

び低体温症とそれぞれ診断された。 

 Ｃ船は、Ｂ船の船舶所有者が手配したえい
．．

船により京浜港へ向かっ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項  船長Ａは、日頃から、何かあったらすぐに船長Ａを呼ぶよう、乗組

員に指示していた。 

 Ａ船には、居眠り防止装置が設置されていた。 

船長Ｂは、船橋当直の引継ぎの際、甲板員Ｂ１が何かあったら船長

Ｂの携帯に電話すると２、３度言ったので、自信がないのかと気にな

り、また、居眠りをしていないかと思い、昇橋した。 

甲板員Ｂ１は、航空機の操縦士等の経験があり、平成２７年に船の

仕事もしたいと思ってシンガポール共和国で浚渫
しゅんせつ

船の副船長の職に

約３か月間ついた。 

甲板員Ｂ１は、本船に乗船するのは、今航海が初めてであった。 

甲板員Ｂ１は、船長Ｂが昇橋したとき、船長Ｂから当直交替を告げ

られてはいなかったが、船では船長が最高責任者であるので、操船指

揮が船長Ｂに移ったと思った。 
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甲板員Ｂ１は、船長Ｂが右隣にあった椅子に腰を掛けたので、操船

についての指導を受けるものと思い、船首方の右約４５°方向を向い

て話をしていた。 

甲板員Ｂ１は、衝突前に見た右舷船首方の紅灯は、小さくて低い位

置にあったので漁船のものだったのかもしれないと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、江須埼南方沖を西北西進中、航海士Ａが、Ａ船とＢ船引船

列が左舷を対して安全に通過する態勢になったと思い、船橋後部の海

図台で航海日誌の記載を始め、Ｂ船引船列に対する見張りを行ってい

なかったことから、Ｂ船引船列の左転に気付かずに航行し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、０１時２９分ごろ、約２９０°から約３００°に変針

したことから、Ａ船とＢ船引船列とが左舷を対して安全に通過する態

勢になったと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、江須埼南方沖を東南東進中、単独で船橋当直を行っていた

甲板員Ｂ１が、見張りを適切に行っていなかったことから、左舷船首

方の安全に通過する態勢で反航するＡ船に気付かずに左転し、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

甲板員Ｂ１は、次のことから、０１時１３分ごろから衝突するまで

前方の見張りを適切に行っていなかったものと考えられる。 

・Ａ船のマスト灯の視認距離が６Ｍ以上（海上衝突予防法第２２条

による。）であり、両船の接近する相対速力から推算すれば衝突

の約２０分前から視認することができたと推測できるものの、衝

突するまでＡ船に気付かなかったこと。 

・船長Ｂが昇橋したとき、船では船長が最高責任者であるので、操

船指揮が船長Ｂに移ったと思ったことから、船首方の右約４５°

方向を向いて話をしていたこと。 

船長Ｂは、昇橋してＡ船の灯火を視認した際、甲板員Ｂ１にあの船

が近いのではないかと助言したものの、Ａ船の方位及び灯火の見え方

を具体的に伝えなかったことから、甲板員Ｂ１が、Ａ船に気付かなか

った可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、江須埼南方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船

が東南東進中、単独で船橋当直を行っていた甲板員Ｂ１が、見張りを

適切に行っていなかったため、左舷船首方の安全に通過する態勢で反

航するＡ船に気付かずに左転し、また、航海士Ａが、Ｂ船引船列と左

舷を対して安全に通過する態勢になったと思い、航海日誌の記載を始
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め、Ｂ船引船列に対する見張りを行っていなかったため、Ｂ船引船列

が左転して接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したも

のと考えられる。  

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地 

針路は真方位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

速力 

（kn） 
北 緯 

（°－′－″） 

東 経 

（°－′－″） 

01:24:54 33-28-13.7 135-35-56.4 293.9 9.8 

01:25:55 33-28-17.5 135-35-45.2 289.8 9.9 

01:26:54 33-28-21.1 135-35-34.4 290.0 9.6 

01:27:54 33-28-24.9 135-35-23.6 290.8 9.7 

01:28:53 33-28-28.6 135-35-12.7 294.7 9.7 

01:29:56 33-28-33.0 135-35-01.3 300.6 9.8 

01:31:24 33-28-40.2 135-34-46.2 297.9 9.6 

01:31:55 33-28-42.7 135-34-40.8 297.7 9.6 

01:32:55 33-28-47.3 135-34-31.1 304.8 5.4 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 


